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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
営
農
・
生
産
の
源
泉
た
る
農
業
農
村
整
備
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
四
四
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
大
幅
増
額
す
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
農

業
農
村
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
農
業
生
産
力
を
支
え
る
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
、
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
に

努
め
て
お
り
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
概
算
要
求
に
お
い
て
、
関
連
予
算
を
含
め
対
前
年
度
比
約
十
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
増

の
約
二
千
五
百
八
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

国
営
岩
木
川
左
岸
土
地
改
良
事
業
の
完
了
年
度
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予
算
額
等
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
事
業
の
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予
算
編

成
過
程
に
お
い
て
、
事
業
効
果
の
発
現
見
通
し
、
地
元
要
望
等
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

一



四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
二
地
区
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
の
採
択
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
に
よ
る
調
査
及
び
地
元
の
土
地
改
良

区
、
関
係
市
町
村
、
青
森
県
等
と
の
調
整
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と

な
る
た
め
、
時
期
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

公
共
事
業
の
一
つ
で
あ
る
農
業
農
村
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

「
円
高
・
デ
フ
レ
対
応
の
た
め
の
緊
急
総
合
経
済
対
策
」
（
平
成
二
十
二
年
十
月
八
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
の
た
め
の
平
成

二
十
二
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
も
約
二
百
七
十
九
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

国
営
土
地
改
良
事
業
の
調
査
、
計
画
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
「
平
成
二
十
二
年
度
中
小
企
業

者
に
関
す
る
国
等
の
契
約
の
方
針
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
従
い
、
地
域
の
中
小
企
業
者
の
受
注
機

会
の
増
大
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


